
（参考資料１）
音の聞こえ方について音の聞こえ方について
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どのように音は聞こえるのか ～騒音レベル（デシベル）や周波数のこと～

○ 音の要素には 「音の大きさ（音圧）」以外に 「音の高さ（周波数）」 「音色（周波数の音の重な○ 音の要素には、「音の大きさ（音圧）」以外に、「音の高さ（周波数）」、「音色（周波数の音の重な
り）」がある。同じ音の大きさでも、音の周波数やその組み合わせが異なると聞こえ方が異なる。

○ 環境基本法では、音の大きさ（音圧）に人の聴感特性（A特性、周波数帯による感度の違い）を加
味して補正を行った値（「騒音レベル」 L A（dB（デシベル）））を採用し「生活環境を保全し、人の健康味して補正を行った値（ 騒音レベル」 L_A（dB（デシベル）））を採用し 生活環境を保全し、人の健康
の保護に資するうえで維持することが望ましい環境基準」を定めており、この資料でも同じ単位を採
用している。

聞こえ方は 音圧と周波数で決まります ※２

心理的性質心理的性質 物理的性質物理的性質

聞こえ方は、音圧と周波数で決まります。※２

（音の三要素）（音の三要素）

音の大きさ 音圧（空気の震えの強さ）音の大きさ 音圧（空気の震えの強さ）

音の高さ

音色

周波数

様々な周波数の重なり方
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音色 様々な周波数の重なり方
※１ デシベルは、平成4年のＳＩ単位化に伴い、導入された単位。従来のホンと同じレベルを表す。
※２ 同じ音の大きさ（dB)であっても、感じ方には個人差がある。また、聞き手の主観によっても、感じ方が異なる場合がある。



どのように音は聞こえるのか ～音の広がり方～

○ 経路の側方では、経路から離れるほど、音は小さくなる。特に、高度が低くなるにつれ、側方での音
はより減衰して聞こえる。

○ さらに、音の伝わり方は、周辺の建築物、地形、天候などの影響を受ける（吸収、遮蔽、反射など）。

B737 800の例
航空機からの距離が遠くなるにつれ、

80

最大騒音レベルL_Amax
[dB]

B737-800の例
（着陸時）

航空機からの距離が遠くなるにつれ、
空気を震わせる力が減衰、
音は小さくなる。
（飛行時の航空機の状態、翼による反射等の影響もあり）
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0 500 1000 1500

高度3000[ft]

高度4000[ft]

（航空機から
近い）

（航空機から遠い）
（約610m）

（約915m）

（約1220m）

＜備考＞
1 上記グラフの騒音値は 過去の航空機騒音調査によって取得したデータベースから

経路直下からの側方距離[m]

直下 離れた場所 1. 上記グラフの騒音値は、過去の航空機騒音調査によって取得したデ タベ スから、
地上観測点での最大騒音値※を推計した値。

※ 航空機一機が観測地点の真上を通過する際に騒音値がピークを迎えるという前提に
たって、計算上求められる騒音のピーク値（距離減衰のみ考慮して試算したもの）。

2. 実際の騒音値は、フラップ角等の運航条件や風向等の気象条件によって変動する。

70

音の伝わり方については、周辺の建築物、地形、
天候（気温、湿度、雲の有無等）などの影響を受ける。
→ 吸収、遮蔽、反射など

離れた場所



どのように音は聞こえるのか ～音の広がり方～

○ 経路の側方では、経路から離れるほど、音は小さくなる。特に、高度が低くなるにつれ、側方での音
はより減衰して聞こえる。

○ さらに、音の伝わり方は、周辺の建築物、地形、天候などの影響を受ける（吸収、遮蔽、反射など）。

B777 200の例B767 300の例
最大騒音レベルL_Amax
[dB]

B777-200の例
（着陸時）

80
85

B767-300の例
（着陸時）最大騒音レベルL_Amax

[dB]
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＜備考＞
1 上記グラフの騒音値は 過去の航空機騒音調査によって取得したデータベースから

経路直下からの側方距離[m]

0 500 1000 1500 0 500 1000 1500

経路直下からの側方距離[m]

1. 上記グラフの騒音値は、過去の航空機騒音調査によって取得したデ タベ スから、
地上観測点での最大騒音値※を推計した値。

※ 航空機一機が観測地点の真上を通過する際に騒音値がピークを迎えるという前提に
たって、計算上求められる騒音のピーク値（距離減衰のみ考慮して試算したもの）。

2. 実際の騒音値は、フラップ角等の運航条件や風向等の気象条件によって変動する。
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○ 生活音と航空機の音が同時に聴こえる状況においては その地点 瞬間におけるより大

どのように音は聞こえるのか ～複数の音が聴こえるとき～

○ 生活音と航空機の音が同時に聴こえる状況においては、その地点・瞬間におけるより大
きい音の大きさが、概ねその地点での最大騒音レベル（音の大きさ（dB））となる。

人の声人の声

虫の鳴声

航空機の

その地点・瞬間での
より大きい音の大きさが
概ね、その場所での

生活の物音

クルマ
雑踏

航空機の
騒音レベル

（瞬間最大で60～80dB）
※空港周辺の近接地域（着陸時で高度1000ft、
離陸時で高度2000ftを下回る地域）を除く。

概ね、その場所での
最大騒音レベルとなる。

電車自転車

一般の生活環境での騒音レベル
（瞬間最大で80dB程度）

騒音レベル（LA[dB}）は、音波が空気を震わせて伝われるときの空気の波のパワー（音圧）について、周波数による聴覚の感度の違いを考慮しつつ10の対数で表すこと
で、耳への聞こえ方のレベルを近似したもの。10dBの違いは空気を震わせるパワーで10倍、20dBの違いは空気を震わせるパワーで100倍の差に相当。このため、たとえ
ば、２つの音の大きさが10dB以上違うとエネルギー量の差が大きくなり、小さい方の音の影響は無視できる程度の水準となり、合計での音の大きさにほとんど影響を与え

昼間の時間平均（等価騒音レベル）では、50～70dB程度 ※時間平均での騒音レベル（時間等価騒音レベル）については、すべての周辺騒音の騒音レベル、波形、継続時間、頻度等による。
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ない。

（例） 70dBと60dBの音が重なると、、、、 → 約70dB
70dBと70dBの音が重なると、、、、 → 約73dB （同じ大きさの音を足し合わせると約3dB増加）

70dBと80dBの音が重なると、、、、 → 約80dB



騒音影響の評価方法について（加重等価平均感覚騒音レベル）

○ 環境基本法に基づく航空機騒音の評価方法（加重等価平均感覚騒音レベル（Ｗ値（WECPNL））○ 環境基本法に基づく航空機騒音の評価方法（加重等価平均感覚騒音レベル（Ｗ値（WECPNL））、
時間帯補正等価騒音レベル（Ｌden））の考え方は、以下のとおり。

① 繰り返し聞こえる騒音影響について
一日の騒音の総エネルギー量により
評価する

② 夜の音の方が騒音影響による負担感があるため
騒音影響の評価に際し、一定の倍率で重みづけを
行う。

昼 夜（19-22時）
3倍

昼 深夜・早朝（22-7時）
10倍

価 行

3倍
＋5dB

10倍
＋10dB

24時間

全体に均した値
（上記図の水色の高さ）

で評価

夜間の音については、
より大きな音にかさ上げして

加算

※時間帯補正等価騒音レベル（Lden）とは、従来のW値（WECPNL ）の評価に、地上走行や駐機中の騒音の影響を加味した上で、計算処理上より厳密な評価を行ったもの。
※環境基準値付近では、概ねLden＝W値（WECPNL）– 13[dB]となる。
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（参考資料２）
航空機騒音に関する環境基準と航空機騒音に関する環境基準と
現行制度における防音対策について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



○ 環境基本法第１６条第１項に基づき 「航空機騒音に係る環境基準」（昭和４８年環境庁告示第１５４号）が定められている

航空機騒音に係る環境基準(1/2)

○ 環境基本法第１６条第１項に基づき、「航空機騒音に係る環境基準」（昭和４８年環境庁告示第１５４号）が定められている。

○ 環境基準は「騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい
基準」であり、政府は公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講じることにより、環境基準が確保されるように努め
なければならないこととされているなければならないこととされている。

○ なお、航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、達成期間に環境基準を達成することが困難な地域においては、
当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより、環境基準が達成された場合と同等の屋内
環境が保持されるようにするとともに 極力環境基準の速やかな達成を期するものとされている

○環境基本法（平成5年法律第91号） （抄）

環境が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとされている。

第三節 環境基準

第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健
康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

２・３ （略）２・３ （略）

４ 政府は、この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下「公害の防止に関する施策」という。）を総合
的かつ有効適切に講ずることにより、第一項の基準が確保されるように努めなければならない。

第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等
（国の施策の策定等に当たっての配慮）

第十九条 国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配
慮しなければならない。

75



航空機騒音に係る環境基準について （昭和48.12.27環境庁告示第154号）

航空機騒音に係る環境基準(2/2)

改正 平5環告91、平12環告78、平成19年環告114 

環境基本法（平成5年法律第91号）第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に
資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次のとおりとする。

（１）環境基準

地域の類型※１ 基準値※２

Ⅰ 専ら住居の用に供される地域 Ｌｄｅｎ５７ｄＢ（Ｗ７０相当）以下

Ⅱ
上記以外の地域であって
通常の生活を保全する必要がある地域

Ｌｄｅｎ６２ｄＢ（Ｗ７５相当）以下

（ ）環境基準

通常の生活を保全する必要がある地域

（２）達成期間等
飛行場の区分 達成期間 中間改善目標※２

新設飛行場
直ちに第３種空港 直ちに

既設
飛行場

第３種空港
及びこれに準ずるもの

第２種空港
（福岡空港を除く）

Ａ ５年以内

Ｂ
１０年以内

５年以内に、Ｌｄｅｎ７０ｄＢ（Ｗ８５）未満とすること又はＬｄｅｎ７０ｄＢ以上の地域に
おいて屋内でＬｄｅｎ５０ｄＢ（Ｗ６５）以下とすること。成田国際空港飛行場
おいて屋内でＬｄｅｎ５０ｄＢ（Ｗ６５）以下とすること。成田国際空港

第１種空港（成田国際空港を
除く）及び福岡空港

１０年をこえる期
間内に可及的
速やかに

１．５年以内に、Ｌｄｅｎ７０ｄＢ（Ｗ８５）未満とすること又はＬｄｅｎ７０ｄＢ以上の地
域において屋内でＬｄｅｎ５０ｄＢ（Ｗ６５）以下とすること。

２．１０年以内に、Ｌｄｅｎ６２ｄＢ（Ｗ７５）未満とすること又はＬｄｅｎ６２ｄＢ以上の地
域において屋内でＬｄｅｎ４７ｄＢ（Ｗ６０）以下とすること。

（備考） ①既設飛行場の区分は、環境基準が定められた日における区分とする。
②第２種空港のうち、Ｂとはターボジェット発動機を有する航空機が定期航空運送事業として離着陸するものをいい、ＡとはＢを除くものをいう。

（注） 航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、（２）の達成期間で環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該
地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持される地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持される
ようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとする。

※１：地域類型の指定は都道府県知事が行うこととなっている。
※２：環境基準の評価指標は、平成25年4月1日よりWECPNLからLdenに改正されたが、騒音予測コンター作成の評価指標としてＷECPNLを

用いていることから、参考として併記している。 76



○ 「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（騒防法）」に基づき 航空機

騒防法に基づく空港周辺の騒音対策

○ 「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律（騒防法）」に基づき、航空機
騒音の評価指標の値の大きさに応じて、空港周辺の騒音対策を実施。なお、航空機騒音の評価指標として
は国際的に主流であるLdenを採用しており、騒音対策の基準値についても諸外国と比較して平均的な水準
にある。また、対策の内容についても諸外国と比較して充実したものとなっている。

【概ねWECPNL70（Lden57dB）以上の区域】
・学校・病院等の防音工事に対する助成
・公民館・集会所等の整備に対する助成

【第１種区域：
WECPNL75（Lden62dB）以上】
・住宅の防音工事に対する助成

防音サッシ設置 空調機設置

【第２種区域：
ＷＥＣＰＮＬ90 （Lden73dB）以上】

【第３種区域：
WECPNL95 （Lden76dB）以上】
・緩衝緑地帯の整備

・土地の買入れや建物の移転補償

移転補償跡地

騒防法の対象空港（特定飛行場 １４空港）
国管理空港（１２）：函館、仙台、東京国際、新潟、松山、高知、福岡、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇

移転補償跡地

会社管理空港（２）：成田国際、大阪国際
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（参考資料３）
滑走路運用パタ ンの検討について滑走路運用パターンの検討について

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



現在の北風運用時の課題

北風運用時

北方面への出発

滑走路横断 １２
○現在の北風運用時の滑走路使用の組

み合わせは、航空機が交差する地点の
数が少ないため も とも効率的に運用

北風運用時

③B滑走路

走路

数が少ないため、もっとも効率的に運用
されており、現在のパターンのままでも、
離陸後の飛行経路の問題（左図②）が
解決されれば最大の発着回数を確保す

②

③

C滑走路
解決されれば最大の発着回数を確保す
ることができる。

出発機

○○

○○

４０機／時間の場合
の最大処理機数

南又は西方面
への出発

滑走路横断

①

③

２８
A滑走路

D滑走路

出発機

到着機

国際線出発機の地上走行例

国際線到着機の地上走行例

への出発

北方面からの到着
南方面から 到着

２８
１２

出発機同士の競合

国際線到着機の地上走行例

到着機と出発機の競合①

②

国際線の滑走路横断（出発機 到着機）

北方面からの到着
南方面からの到着

③ 国際線の滑走路横断（出発機・到着機）
とＡ滑走路への到着機が競合
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南方面からの到着

現在の南風運用時の課題

南風運用時 南方面からの到着

２８
○現在の南風運用は、航空機が交差する

地点の数が多く、その位置も悪く、航空
機同士の間隔を多くとる必要があるた

南風運用時

③

②

機同士の間隔を多くとる必要があるた
め、北風パターン時より発着回数が少な
くなる。

○○ ４０機／時間の場合

北方面からの到着

滑走路横断 １２

②

出発機

○○

○○

４０機／時間の場合
の最大処理機数

滑走路横断

滑走路横断
①

①

１２

到着機

国際線出発の地上走行例

国際線到着の地上走行例
北方面への出発

①

１８

到着機に対する出発機の後方乱気流の影響

①

③

②
到着機と国際線出発機の滑走路横断が
Ａ滑走路出発機と競合

到着機と出発機の競合
北方面への出発

南又は西方面への出発 ２２

到着機に対する出発機の後方乱気流の影響③
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○ あらゆるパターンを検討した結果 現行の南風時運用改善案の時間値を越える飛行経路案は以下の２案の

南風時の新経路案の検討

○ あらゆるパターンを検討した結果、現行の南風時運用改善案の時間値を越える飛行経路案は以下の２案の
みであることが判明した。

離陸 南風案１
離陸

南風案２南風時の
運用改善案

離陸

着陸

RWY22：30

着陸復行

離陸

着陸

RWY22：28
RWY16L:31RWY16R:13

離陸

着陸

運用改善案
（滑走路運用方法は

現行と同じ）

着陸復行

C滑走路

B滑走路

A滑走路
RWY23：11 C滑走路

B滑走路

走路

RWY22：28

RWY23：14
走路

Ｂ滑走路

RWY22:24

D滑走路

A滑走路

RWY16R：24
D滑走路

A滑走路

RWY16R：21

RWY22：6
C滑走路

A滑走路

RWY16L：18
RWY16R：21

RWY16L：15
D滑走路RWY16R:22

※出到着及び南風時・北風時の時間
値を同数にして運用すると仮定する
と、出発41回、到着41回（合計82
回）となる

離陸（計42回）

着陸（計41回）

離陸（計42回）

着陸（計42回）

離陸（計46回）

着陸（計44回）

81

着陸（計 回）

離陸・着陸合計：83回（82回※）

着陸（計 回）

離陸・着陸合計：84回 離陸・着陸合計：90回



その他の南風時滑走路運用パターンの検討①

○いずれも競合等が発生し 現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる

A・B着陸
離陸
着陸 A・B着陸 離陸 A・B着陸

離陸
着陸

○いずれも競合等が発生し、現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる。

A B着陸
A・C離陸

B滑走路

着陸

着陸復行

②

A B着陸
A・D離陸

B滑走路

着陸

着陸復行

②

A B着陸
C・D離陸

B滑走路

着陸

着陸復行

②

C滑走路

D滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

D滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

D滑走路

A滑走路

①
④①④

B・C着陸
A・C離陸

①
④

B・C着陸
A・D離陸

B・C着陸
C・D離陸C離陸

離陸
着陸

着陸復行

②

離陸

離陸
着陸

着陸復行

②

C 離陸

離陸
着陸

着陸復行

②

※競合パターン
①出発機同士
②到着機同士
③出発機と到着機
④出発機と着陸復行機

C滑走路

滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

滑走路

B滑走路

A滑走路

④
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④出発機と着陸復行機
⑤到着機と着陸復行機
⑥着陸復行機同士

D滑走路 D滑走路

①
④

D滑走路

①



○いずれも競合等が発生し 現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる

その他の南風時滑走路運用パターンの検討②

○いずれも競合等が発生し、現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる。

C・D着陸
A・D離陸

離陸
着陸

着陸復

C・D着陸
C・D離陸

離陸
着陸

着陸復

C・D着陸
A・C離陸 離陸

着陸

C滑走路
B滑走路

着陸復行

C滑走路
B滑走路

着陸復行

C滑走路
B滑走路

着陸

着陸復行

D滑走路

A滑走路

①
④

④

⑤
D滑走路

A滑走路

①
③
④

⑤

C滑走路

D滑走路

A滑走路

③
⑤

※競合パターン
①出発機同士

④
④

A・D着陸 A・D着陸
A・D着陸

②到着機同士
③出発機と到着機
④出発機と着陸復行機
⑤到着機と着陸復行機
⑥着陸復行機同士

A・C離陸 離陸
着陸

着陸復行

A・D着陸
A・D離陸 離陸

着陸

着陸復行

C・D離陸 離陸
着陸

着陸復行

C滑走路

D滑走路

B滑走路

A滑走路

③

C滑走路

D滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

D滑走路

B滑走路

A滑走路

③
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D滑走路

⑥

④

D滑走路

①

⑥

④
④

D滑走路①

⑥

④



その他の南風時滑走路運用パターンの検討③

○いずれも競合等が発生し 現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる

離陸
着陸

着陸復行

A・C着陸
A・D離陸B・D着陸

A・D離陸

離陸
着陸

着陸復行

B・D着陸
C・D離陸

離陸
着陸

着陸復行

○いずれも競合等が発生し、現行の南風時運用改善案よりも時間値は小さくなる。

C滑走路Ｂ滑走路

C滑走路

B滑走路

A滑走路

C滑走路

B滑走路

A滑走路 C滑走路

D滑走路

Ｂ滑走路

A滑走路

④

D滑走路

①

④

D滑走路
①

③

①④
④

離陸

着陸

A・C着陸
A・C離陸

離陸
着陸

着陸復行

A・C着陸
C・D離陸

※競合パターン
①出発機同士
②到着機同士
③出発機と到着機③出発機と到着機
④出発機と着陸復行機
⑤到着機と着陸復行機
⑥着陸復行機同士

C滑走路

Ｂ滑走路

A滑走路
C滑走路

Ｂ滑走路

A滑走路

①③

84
D滑走路

D滑走路

④



南風時における効率的な滑走路運用

○南風時 も とも効率的な滑走路使用パタ は 滑走路 滑走路を北側から 着陸 使 滑走路 滑走路を南○南風時にもっとも効率的な滑走路使用パターンは、A滑走路、C滑走路を北側からの着陸に使い、A滑走路、B滑走路を南へ
離陸に使うもの。A滑走路、C滑走路に北から着陸させるにはその手前の都心上空に経路を設定せざるを得ず、B滑走路か
ら南に離陸させるためには、その先の川崎市側に経路を設定せざるを得ない。

南風時にもっとも効率的な滑
走路使用パターン（90機／時）

出発経路

到着経路

北風時のパターン
RWY16L:31

RWY22:24

RWY16R:13
出発経路 北風時のパタ ン

（逆向き）

C滑走路

Ｂ滑走路

D滑走路

A滑走路

RWY16R:22

滑走路 16R 16L 22 23 計
合
計
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出発機 22 0 24 0 46
90

到着機 13 31 0 0 44


